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２月２１日、いよいよ岐阜地方裁判所

で判決が言い渡されます。この事件の判

決で勝ち取るべきものは何でしょうか。 

まずは、とにかく一部でも勝訴するこ

とが重要です。全面敗訴となれば、今回

の大垣警察の行為が全て適法ということ

になってしまい、このような情報交換行

為に司法のお墨付きを与えてしまうこと

になるからです。また、今回の裁判は岐

阜県警察が属する岐阜県や警察庁の属す

る国が相手です。このような、国や都道

府県相手の裁判は、非常に勝つのが難し

い。国や都道府県には行政権行使につい

て広い裁量があるとして、なかなか違法

だと認定されないのです。したがって、

一部でも勝訴するということは、それだ

けで大きな意義があります。 

そして、情報提供行為については、原

告の同意もなく提供されたものなので、

勝つ可能性があります。一部の原告の一

部の情報提供行為のみであっても勝つと

いうことは、少なくともその点につい

て、裁判所が公安警察の行為の違法性を

断罪するということになります。これは

大きな意義があります。 

 最も重要なのは、本件の本質である公

安警察の情報収集活動及び情報保有行為

について、裁判所が違憲・違法と認定す

ることです。ここで勝てば、抹消請求も

認められるはずです。議事録記載の情報

のみに限定されるとしても、公安警察の

情報収集及び情報保有が違憲・違法とな

れば、緒方さんの盗聴事件などを除いて

これまでほとんど明らかにされず、した

がって、ほとんど違憲・違法とされなか

った公安警察の情報収集活動が断罪され

ることになります。この裁判の核心はま

さにこの点だと考えます。やりたい放題

の公安警察の活動にストップをかけ、法

的コントロールを及ぼす第１歩となるの

ではないでしょうか。 

裁判所が本件の核心について、自信を

もって違憲・違法という判断を下すこと

ができるよう、世論で裁判所を後押しし

ましょう。    

    （岡本浩明）
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１ 本件情報交換の本質 

大垣署警備課とシーテック社との間で

行われた本件情報交換の本質は、公安警察

による情報収集活動である。大垣署警備課

は、風力発

電事業が

円滑な進

捗へのシ

ーテック

社の危機

感を煽り、同社を公安警察活動の協力者に

仕立て上げるために、原告らの個人情報を

提供した。危機感を煽られたシーテック社

は、大垣署警備課から有益な情報を得るた

めに、原告らの個人情報を収集し、大垣署

警備課に提供していた。このように、公安

警察は、民間の事業者などを協力者として、

市民の個人情報を収集しているのである。

本件は、公安警察の情報収集の手口が明ら

かとなった事案である。 

２ 違憲・違法というほかない 

公安警察の原告らに対する長年にわた

る情報収集行為及びその情報の保有行為

は、憲法が保障する原告らのプライバシー

権や人格権を侵害する。 

この点、被告らは、情報収集行為等の適

法性について、全く主張も立証もせず、た

だ、警察法２条１項の「公共の安全と秩序

の維持」のためと言うのみである。原告ら

の情報を収集することがなぜ「公共の安全

と秩序の維持」に関係するのか、全く不明

である。そもそも、警察法２条は１項で終

わりではない。「警察の活動は、厳格に前項

の責務の範囲に限られるべきものであっ

て、その責務の遂行に当っては、不偏不党

且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国

憲法の保障する個人の権利及び自由の干

渉にわたる等その権限を濫用することが

あってはならない。」と規定する２項が存

在する。２項は１項の警察活動の範囲を限

定するものであって１項と２項は一体の

ものである。警察法に基づく適法行為とい

うのであれば、１項のみならず、２項の該

当性をも主張・立証しなければならない。

ところが、被告らは、２項の該当性につい

ては一切言及しない。それは原告らに対す

る情報収集行為等がおよそ２項に該当し

ないことを自認しているからにほかなら

ない。 

よって、公安警察の原告らに対する情報

収集行為等は違憲・違法というほかない。 

３ 被害は深刻である 

本件においては、公安警察による情報収

集行為等によってどのような被害を受け

たのか、その被害の全容を、当の被害者で

ある原告らが知ることはできない。どれだ

けの情報を収集し、またその収集した情報

をどう利用してきたかを、被告らは全く明

らかにしないからである。この裁判手続で

も事実関係について認否しないし、どのよ

うな情報を

保有してい

るかも明ら

かにしなか

った。提訴

前の岐阜県

2021年１０月２５日 第１審結審 

弁護団最終準備書面要旨 



- 3 - 

 

警本部長に対する個人情報開示請求手続

においても「存否応答拒否」であった。被

害の全容が被害者にすら分からないとい

うことが、本件の被害の深刻さを物語って

いるのである。今後、その被害を拡大させ

ないためには、せめて、公安警察が現時点

で保有する原告らの全ての情報を抹消す

ることが不可欠である。 

４ 行政権に対し立憲主義の何たるかを

知らしめるのは司法権の使命である 

そもそも、なぜ原告らは、公安警察によ

って情報を収集されたのか。憲法で保障さ

れた権利（思想・信条の自由、表現の自由、

信教の自由など）に基づき、自らの信念に

基づいて国策に反対してきたに過ぎない。

結局、公安警察は、国策に反対する原告ら 

を敵視し、継続的に監視し情報を収集して

きたのである。そのような情報収集行為等

が許されるはずがない。 

かかる違法な情報収集行為等が白日の

下にさらされても、被告らは、本件につい

て認否もしないし、証人尋問にも応じない。

さらには、国会において、警察庁警備局長

が「通常行っている警察業務の一環」とま

で答弁した。法と裁判所を軽視し、自らの

行為を顧みることもなく、通常業務とまで

言い放つ公安警察に対し、立憲主義の何た

るかを知らしめるのは司法権の使命であ

る。本件の本質が公安警察の情報収集行為

にあることを正しく理解し、情報提供行為

にとどめず、情報収集行為とその保有行為

にまで、鋭く司法の鉄槌を振り下ろすこと

を期待する。 

私は真宗大谷派の僧侶です。念仏を拠

りどころにして、佛の教えに添って生き

ようとするものです。阿弥陀仏は、我々に

「地獄・餓鬼・畜生」の無い世界を生きて

欲しいと願いをかけています。それは、戦

争、そして貧困と格差、さらに誰からも管

理されず、権力者の言いなりになること

のない生き方をして欲しいという願いで

す。それは人間の根本の願いであり、生き

とし生けるものの「いのち」が損なわれて

はならないということです。 

今回の事件は、「いのち」が損なわれた

ものと受け止めています。今この時に、こ

こに生きていることを否定されたのです。

人を監視し情報を収集するということは

そういうことです。被告・警察はそのこと

をしっかりと受け止めて欲しいと思いま

す。誰であろうと監視し

ても監視されてもいけ

ないのです。人が自分の

信念で生きていること

を否定することは許さ

れないことです。人が自

由にものを言い行動す

ることを制限される社会は地獄であり、

畜生の生き方を強いることです。 

今回の裁判で問われているのは基本的

人権だと思います。「いのち」そのものに

対する基本的な在り方が問われているの

です。 

どうか裁判官に置かれましては、この

ことを深く受け止めていただき、憲法に

則った厳正な判断を下していただきます

ようお願いして、私の意見陳述とします。 

原告・松島勢至さん意見陳述（抜粋） 
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小雨の中、早くからの傍聴整理券（抽

選券）受け取りに遠方から来てくださっ

た方もおられました。６月を区切りとし

た署名活動は、その後に届いた分の1520

筆を提出しました（さらに526筆を１１

月末に提出。提出した署名総数は16,141

筆でした。感謝いたします）。また事務

局に届けられたハガキ四百数十枚を裁判

所に渡しました。他に多くの方から「ポ

ストに投函した」と聞いています。 

法廷では松島さん、岡本弁護士が意見

陳述を行いました（２～３ページに）。 

報告集

会では、

山田弁護

団長、岡

本副団長

、小林事

務局長の他に、笹田参三弁護士、山本妙

弁護士からもコメントを貰いました。参

加者からも励ましや決意の発言を頂きま

した。 

※ 報告集会での皆さんのご発言などは、当

会ＨＰにアップしている動画をご覧ください。 

  

 

結審を迎えるにあたって、これまで重ねてきた議論をもとに、新たな横断幕とボ

ードを作成しました。「法的根拠のない情報収集は許さない」「公安警察に法の網

を」「『もの言う』自由は基本的人権」。今後の当会としての運動の指針として行

きたいと考えています。 

「もの言う｣自由を守る会                  

会員募集中！  
年会費：個人１０００円、団体３０００円                         

《会費・カンパ振込先》 ゆうちょ銀行 

記号番号 00800-0-216504 

加入者名 「もの言う」自由を守る会 

１０・２５ 報告集会など 

２月２１日（月） 1５時 判決 岐阜地裁301号法廷 
・ １４：３０～ 岐阜地裁前で入廷行動を行います。 

・ 傍聴抽選整理券締切時刻は１週間ほど前に発表されます。ＨＰをご覧になるか、事務

局にお問合せ下さい。 

・ 判決言い渡し後、岐阜地裁前で「旗出し」行動を行った後、岐阜市民会館２Ｆで報告集

会をもちます。弁護団の判決検討もあり、いつもより少し時間がかかると思います。 

 
「もの言う」自由
を守る会ＨＰ↓ 

 


